様式第８号　守秘義務に関する誓約書
令和　　年　　月　　日

大村市モーターボート競走事業管理者　様

守秘義務に関する誓約書
所在地
商号又は名称
代表者氏名　　　　　　　　　印

　　（法人名（商号））　　（以下「乙」という。）は、大村市モーターボート競走事業（以下「甲」という。）が実施する「ボートレース大村選手宿舎運営管理業務委託」（以下「本業務」という。）に関する公募型プロポーザル（以下「本プロポーザル」という。）に係る提案書を作成することを目的（以下「本目的」という。）として、本誓約書を提出した者にのみ開示される資料（以下「守秘義務対象資料」という。）の開示を受けることを希望します。守秘義務対象資料の開示を受けるに当たり、下記事項を遵守し、秘密を保持することを誓約します。

記

（目的）
第1条 本誓約書は、甲が本プロポーザルの提案募集に当たり開示する情報を、秘密として
　　保持するために作成します。

（秘密を保持する情報）
第2条 秘密を保持する情報（以下「秘密保持情報」という。）は、守秘義務対象資料及び乙が 
本プロポーザルの履行上知り得た甲の一切の情報とします。
２　前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密の表示又は明示の有無を問わず、秘密保持情報に当たらないものとします。
（1） 甲から開示された時点ですでに保有している情報又は公知の情報
（2） 甲から開示を受けた後、乙の責めによらず公知となった情報
（3） 第三者から守秘義務を負うことなく正当に入手した情報

（秘密保持）
第3条 本目的のためにのみ守秘義務対象資料の開示を受けるものであり、本目的以外のた　
めに前条の秘密保持情報を利用しません。
２　甲から開示された秘密保持情報について、適正に保管管理し、その秘密を保持します。
３　本プロポーザルの提案書作成及び履行のために知る必要のある自己の役員及び従業員以外の者に、甲から開示された秘密保持情報を開示又は漏えいしません。
４　甲から開示された秘密保持情報を第三者に開示又は漏えいしません。
５　甲から開示された秘密保持情報について複製（磁気ディスクその他媒体への記録を含みます。）が必要なときは、事前に甲の承諾を受けます。
６　乙又は第４条で秘密保持情報を開示した第三者が、秘密保持情報を本目的以外で利用した場合又は、第三者に開示、漏えいしたことが判明した場合若しくは、不正アクセス、秘密保持情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生した場合は、速やかに甲に報告し、甲の指示に従い適切な措置を講ずるものとします。
７　第４項の規定にかかわらず、法令、条例又は裁判所の指示等により秘密保持情報の開示を要求された場合には、合理的に必要な範囲内において当該秘密保持情報を開示できるものとします。

（第三者への開示）
第4条 本プロポーザルに係る業務を遂行するため、本業務の一部を再委託する必要がある場合は、甲に対し、再委託業務の内容、再委託先の企業名等を事前に報告し、甲の承諾を受けた上で当該委託先に開示します。
２　前項により、秘密保持情報を開示する第三者に対し、本誓約書と同等以上の守秘義務に関する誓約書を提出させ、遵守させる責任を負うものとします。また、秘密保持情報を開示した第三者が誓約書に違反した場合には、当該第三者と連帯して、甲に対して責任を負うものとします。

（秘密保持の継続）
第5条 本誓約書に基づく秘密保持その他の義務は、本プロポーザル終了後においても存続 
　するものとします。

（返還・破棄・消去）
第6条 本業務の履行が完了した場合、辞退又は不参加となった場合、その他甲より請求された場合に
　は、秘密保持情報に関する一切の書類、資料及びその複製品を速やかに甲に返却し、又は甲の指示
に従い、破棄、消去するものとします。
２　前項の規定にかかわらず、法令等又は社内規定により社内決裁資料等に秘密保持情報が含まれ、不可分一体となっている場合、法令又は裁判所の指示等により秘密保持情報を保持することが義務付けられている場合は、当該資料・情報等を破棄、消去することなく、適正に保管管理し、その秘密を保持します。

（損害賠償）
第7条 乙又は第４条で秘密保持情報を開示した第三者が、それぞれの誓約書の全条項のいずれかに違反した場合又は甲の秘密を漏えいしたことが明らかになった場合には、甲に直接生じた損害に対して、賠償の責を負うものとします。

（その他）
第8条 本誓約書に定めのない事項又は本誓約書に定めた各条項に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、誠意をもって解決するものとします。
以上
